
 

全部取得条項に係る定款変更に関する公告及び 

全部取得条項付普通株式の取得に関する基準日設定公告 

 

平成 23 年１月 14 日 

 

東京都世田谷区砧五丁目 7番１号 

国際放映株式会社 

代表取締役社長 藤原 正道 

 

当社は、平成 23 年 1 月 13 日（木曜日）開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」

といいます。）及び当社普通株主様による種類株主総会の特別決議に基づき、定款を変更し

て、当社普通株式につき当社が株主総会の決議によってその全部を取得する全部取得条項

（以下「全部取得条項」といいます。）を付す旨の定めを設けることにいたしましたので、

公告いたします。当該定款変更の効力発生日は、平成 23 年２月 17 日（木曜日）です。 

また、当社は、本臨時株主総会における、全部取得条項の付された後の当社普通株式（以

下「全部取得条項付普通株式」といいます。）の取得に関する特別決議に基づき、平成 23

年２月 16 日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の当社の株主名簿に記録された株主様

をもって、平成 23 年２月 17 日（木曜日）を取得日として、その所有する全部取得条項付

普通株式（自己株式を除きます。）を当社が取得し、当該取得と引き換えに、全部取得条項

付普通株式 1 株につき、Ａ種種類株式を 1,361,057 分の 1 株の割合にて当社が交付する株

主様と定めましたので、公告いたします。 

 

以上 

 

 


